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前
漢
前
期
の
潅
南
王
劉
安
及
び
そ
の
食
客
た
ち
の
編
に
な
る
『
潅
南
子
』
二

 
 
 
ユ
 

十
一
篇
は
、
武
帝
期
に
顕
在
化
し
た
儒
教
一
国
へ
の
動
向
に
対
し
て
、
い
か
な

る
意
味
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
金
谷
治
氏
は
、
老
荘

を
中
心
と
し
て
諸
思
想
を
折
衷
す
る
該
書
の
、
と
り
わ
け
人
間
の
個
人
的
な
才

智
に
頼
る
政
治
を
否
定
し
て
、
広
く
人
材
を
採
用
し
て
政
治
に
役
立
て
よ
う
と

す
る
「
積
上
衆
智
」
の
思
想
は
、
劉
安
と
そ
の
食
客
た
ち
の
立
場
か
ら
、
董
仲

鉦
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
央
の
儒
教
一
尊
の
立
場
と
そ
の
上
智
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
笹
書
の
成
立
に
つ
い
て
、
金
谷
氏
は
、

『
漢
書
』
巻
四
四
・
本
伝
に
記
さ
れ
る
、
華
南
王
安
が
入
朝
の
折
り
(
建
元
元

年
〔
前
一
四
〇
〕
ま
た
は
二
年
〔
前
＝
二
九
〕
)
に
即
位
し
た
ば
か
り
の
武
帝

(
真
子
篇
)

に
献
上
し
た
と
さ
れ
る
「
内
篇
」
は
、
現
行
の
二
十
一
篇
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ

た
形
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
後
も
漸
次
書
き
継
が
れ
て
劉
安
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

没
年
(
元
狩
元
年
〔
前
一
二
二
〕
)
ま
で
に
成
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
池
田
知
久
氏
は
、
国
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
史
漢
の
記
載
を
検
討
し

「(

ﾁ
南
)
王
は
本
書
の
編
纂
を
景
帝
の
崩
御
・
聖
帝
の
即
位
と
同
時
に
思
い
た

ち
、
従
来
の
書
き
た
め
の
基
礎
の
う
え
に
若
干
を
付
加
し
て
、
わ
ず
か
二
年
で

草
卒
に
ま
と
め
あ
げ
…
建
元
二
年
(
前
＝
二
九
)
に
入
朝
し
た
の
で
あ
る
」
と

し
て
、
武
帝
即
位
初
に
献
上
さ
れ
た
「
内
篇
」
は
ほ
ぼ
現
行
本
二
十
一
篇
と
認

 
 
 
 
 
 
 
 
 

め
て
よ
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
曝
書
の
成
立
は
、
武
帝
の
儒
教
一
重
政
策
の
展

開
に
刺
激
を
与
え
た
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
該
書
の
著
作
意
図
の
一
つ
が
、

西
周
以
来
の
諸
思
想
を
黄
老
・
道
家
の
道
を
中
核
に
し
て
調
和
し
統
一
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
武
帝
に
思
想
統
一
の
中
心
に
な
る
べ
き
道
は
何
か
の
検
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討
を
促
し
、
儒
教
サ
イ
ド
に
百
家
抑
瓢
・
儒
教
一
尊
を
要
求
で
き
る
よ
う
な
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

件
整
備
を
急
が
せ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
氏
の
見
解
の
相

違
は
、
『
潅
南
子
』
と
い
う
書
物
の
成
立
時
期
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
点
と

も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
該
書
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
池
田

氏
の
説
に
同
意
す
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
に
お
い
て
儒
家
色
が
濃
い
と
評
価
す
る
篇
に
脩
務
篇

 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
泰
族
篇
が
あ
る
。
こ
の
二
篇
は
学
問
・
教
化
の
必
要
性
を
説
く
点
で
共
通
し

て
い
る
。
武
容
量
に
お
け
る
儒
教
一
説
の
動
向
へ
の
『
潅
南
子
』
の
影
響
の
有

無
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
と
り
わ
け
泰
族
篇
の
内
容
の
子
細
な
検
討

が
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
篇
が
人
の
本
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
帝
王
の

教
化
を
説
く
の
は
、
本
篇
の
治
国
論
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
学
問
的

特
色
に
つ
い
て
は
、
『
孟
子
』
の
性
善
説
と
『
愚
子
」
の
性
悪
説
の
総
合
で
あ

り
、
そ
こ
に
帝
王
の
統
治
権
を
合
理
化
す
る
目
的
を
付
加
し
て
い
て
、
韓
嬰
や

董
春
風
な
ど
儒
家
の
性
の
理
論
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
だ
と
す
る
優
れ
た
指
摘

 
 
 
 
 

が
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、
帝
王
の
教
化
と
は
別
に
、
君
主
の
治
身
の
問
題

と
し
て
、
己
の
本
性
に
立
ち
返
る
べ
き
こ
と
を
説
く
文
章
が
愛
妻
篇
に
あ
る
こ

と
に
着
目
し
た
い
。
人
の
本
性
の
在
り
方
に
関
わ
っ
て
展
開
さ
れ
る
選
訳
論
と

治
国
論
と
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
本
篇
の
学
問
的
立
場
を
考
え
る
上
で

重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

ま
ず
泰
族
篇
を
中
心
資
料
と
し
脩
務
篇
を
補
助
資
料
と
し
つ
つ
、
そ
の
教
化
観
、

帝
王
の
道
の
内
容
、
そ
し
て
教
学
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
篇
の

治
国
論
を
概
観
す
る
。
次
い
で
、
君
主
に
関
す
る
治
身
の
説
を
検
討
し
て
、
治

身
骨
と
治
国
論
と
の
関
係
を
考
え
る
。
更
に
、
以
上
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
、

中
庸
篇
と
の
比
較
を
行
い
、
泰
族
篇
の
治
身
治
国
論
の
も
つ
学
問
的
立
場
に
つ

い
て
考
え
る
。
本
稿
は
、
武
帝
の
儒
教
一
尊
政
策
に
『
潅
南
子
』
が
与
え
た
影

響
の
有
無
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
前
提
作
業
で
あ
る
。

教
化
観

(
1
)
教
化
と
人
の
本
性

 
本
節
で
は
、
泰
族
篇
の
教
化
に
つ
い
て
の
考
え
を
、
そ
の
本
性
観
と
の
関
わ

り
を
軸
に
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
脩
務
篇
の
一
節
の
検
討
を
通

し
て
教
化
と
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
考
し
て
お
く
。
人
の
本
性
は
魚
が
跳

躍
し
、
鵡
に
斑
紋
が
あ
る
よ
う
に
自
然
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
増
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

り
減
ら
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
、
学
問
の
本
性
に
与
え
る
意
味

に
懐
疑
を
持
つ
者
の
見
解
に
対
し
て
、
魚
が
躍
り
鵠
に
斑
紋
が
あ
る
の
は
、
な

る
ほ
ど
天
賦
の
肉
体
的
な
性
質
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
変
更
で
き
な
い
。
し
か

し
、
馬
が
馬
で
あ
る
こ
と
は
変
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い

野
生
の
馬
を
、
人
は
馴
致
し
て
乗
り
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
馬
と
同

 
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
に
人
も
教
化
し
う
る
と
説
く
一
節
が
脩
務
篇
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
の
自

然
な
る
本
性
は
教
化
に
よ
っ
て
養
成
し
う
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

教
化
は
馬
の
馴
者
に
例
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
教
化
は
為
政
者
が
人
の
本
性
を

養
育
し
つ
つ
こ
れ
を
思
い
通
り
に
制
御
す
る
た
め
に
施
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
い
う
学
問
は
外
的
教
化
に
よ
る
受
動
的
学
習
と
い
う
面

が
強
い
と
見
な
せ
る
。
こ
の
場
合
、
被
治
者
に
お
け
る
学
問
・
修
養
の
も
つ
意

義
は
、
為
政
者
に
よ
る
教
化
の
も
つ
意
義
の
中
に
埋
没
す
る
こ
と
に
な
る
。

 
さ
て
、
人
の
本
性
は
教
化
し
う
る
と
い
う
脩
務
篇
の
考
え
は
、
塁
壁
篇
の
教

化
説
と
密
接
に
関
係
す
る
。
以
下
、
泰
族
篇
の
教
化
観
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

る
。 

 
a
 
聖
人
の
天
下
を
治
む
る
は
、
民
性
を
易
う
る
に
非
ず
、
其
の
有
す
る

 
 
所
に
拘
解
し
て
之
を
瀞
感
せ
ん
と
す
。
故
に
因
れ
ば
則
ち
大
な
り
。
作
せ

 
 
 
 
 

 
 
ば
則
ち
細
な
り
。

 
 
b
 
其
の
性
無
け
れ
ば
、
教
訓
す
べ
か
ら
ず
。
其
の
性
有
る
も
、
其
の
養
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無
け
れ
ば
、
道
に
遵
う
こ
と
能
わ
ず
。
…
人
の
性
に
は
仁
義
の
資
有
る
も
、

 
 
聖
人
之
が
法
度
を
為
り
て
之
を
教
導
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
方
に
郷
わ

 
 
し
む
べ
か
ら
ず
。

 
 
c
 
故
に
先
王
の
教
や
、
其
の
喜
ぶ
所
に
因
り
て
以
て
善
を
勧
め
、
其
の

 
 
包
む
所
に
因
り
て
以
て
姦
を
禁
ず
。
故
に
刑
罰
用
い
ざ
れ
ど
も
威
の
行
わ

 
 
る
る
こ
と
留
る
る
が
如
く
、
政
令
は
約
里
な
れ
ど
も
化
の
耀
く
こ
と
神
の

 
 
如
し
。
故
に
其
の
性
に
因
れ
ば
則
ち
天
下
聴
従
す
。
其
の
性
に
携
れ
ば
則

 
 
ち
法
早
く
る
も
用
い
ら
れ
ず
。

 
 
d
 
民
に
色
を
好
む
の
性
有
り
。
故
に
大
婚
の
礼
有
り
。
飲
食
の
性
有
り
、

 
 
故
に
大
饗
の
誼
有
り
。
喜
楽
の
性
有
り
。
故
に
鐘
鼓
莞
絃
の
音
有
り
。
悲

 
 
哀
の
性
有
り
。
故
に
衰
勢
実
踊
の
節
有
り
。
先
王
の
法
を
制
む
る
や
、
民

 
 
の
好
む
所
に
因
り
て
之
が
節
文
を
為
す
者
な
り
。
其
の
色
を
好
む
に
因
り

 
 
て
婚
姻
の
礼
を
制
む
、
故
に
男
女
別
有
り
。
其
の
音
を
喜
む
に
因
り
て
雅
・

 
 
頒
の
声
を
正
す
、
故
に
風
俗
流
れ
ず
。
其
の
室
家
を
寧
ん
じ
、
妻
子
を
楽

 
 
し
む
に
因
り
、
之
に
教
う
る
に
順
を
以
て
す
、
故
に
父
子
親
有
り
。
其
の

 
 
朋
友
を
喜
ぶ
に
因
り
て
之
に
教
う
る
に
悌
を
以
て
す
、
故
に
長
幼
序
有
り
。

 
 
…
此
皆
人
の
性
に
有
す
る
所
に
し
て
聖
人
の
匠
成
す
る
所
な
り
。

 
ま
ず
a
で
は
、
聖
人
が
天
下
を
統
治
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
民
の
本
性
に
作

為
を
ほ
ど
こ
し
て
別
物
に
変
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
民
の
本
性
に
寄
り
添

い
な
が
ら
そ
の
汚
れ
を
洗
い
流
す
の
だ
と
い
う
。
b
は
人
の
本
性
に
は
仁
義
の

資
質
が
あ
る
が
未
熟
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
寄
り
添
い
つ
つ
も
聖
人
が
法
度
を

つ
く
っ
て
こ
れ
を
教
導
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
正
し
い
方
向
(
道
・
仁
義
)
に

は
向
か
わ
な
い
、
と
説
く
。
c
は
、
b
に
直
接
続
く
文
で
あ
る
。
先
王
の
教
え

が
、
民
の
本
性
に
存
す
る
好
悪
の
感
情
に
基
づ
い
て
、
善
を
勧
め
悪
を
禁
じ
た

の
で
、
刑
罰
を
用
い
ず
に
威
厳
が
行
わ
れ
、
政
令
は
簡
約
な
が
ら
教
化
が
行
き

渡
っ
た
と
い
う
。
c
は
b
を
承
け
て
、
法
度
に
よ
る
教
化
の
目
的
つ
い
て
説
明

す
る
も
の
だ
ろ
う
。
d
で
は
、
民
の
本
性
(
色
を
好
む
・
飲
食
・
喜
楽
・
悲
哀
)

に
従
っ
て
、
先
王
が
礼
を
定
め
楽
を
施
し
孝
悌
を
教
え
た
こ
と
で
、
は
じ
め
て

男
女
の
別
、
父
子
の
親
、
長
幼
の
序
が
生
じ
た
の
だ
と
し
「
こ
れ
ら
は
皆
人
の

性
に
固
有
の
も
の
に
従
っ
て
、
聖
人
が
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
れ
は
、
b
の
聖
人
の
作
っ
た
■
法
度
」
や
。
の
一
切
の
蝕
む
所
に
因
り
て
以

て
善
を
勧
む
」
と
い
う
法
度
の
目
的
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
例
示
す

る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

 
以
上
に
見
た
泰
族
篇
a
～
d
の
教
化
観
を
ま
と
め
る
と
、
人
の
自
然
な
る
本

性
に
は
善
な
る
資
質
(
仁
義
)
が
あ
る
も
の
の
未
熟
で
あ
る
た
め
、
為
政
者

(
聖
人
)
が
、
人
の
好
悪
・
欲
望
に
従
い
作
っ
た
法
度
を
も
と
に
教
導
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
は
本
性
が
陶
冶
さ
れ
て
善
行
を
成
し
う
る
、
と
な

る
。
こ
の
教
化
観
の
学
問
的
特
色
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
よ
う
な
分
析
が
あ
る
。
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こ
こ
で
は
、
こ
の
教
化
観
が
、
本
性
に
因
り
従
う
こ
と
に
配
慮
し
な
が
ら
、
し

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
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ヘ
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ヘ
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へ

か
も
本
性
へ
の
外
的
な
働
き
か
け
を
重
視
す
る
志
向
を
含
む
点
を
お
さ
え
て
お

き
た
い
。
本
性
へ
外
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
a
で
は
「
瀞
蕩
」

(
汚
れ
を
洗
い
流
す
)
、
b
で
は
「
教
導
」
、
c
で
は
「
勧
善
・
喜
喜
」
、
d
で
は

［
匠
成
」
(
作
り
上
げ
る
)
 
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
本

性
を
善
な
る
方
向
に
育
成
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

(
2
)
人
の
本
性
の
荒
骨

 
前
節
で
、
人
の
本
性
に
は
善
な
る
資
質
が
あ
る
も
の
の
未
熟
で
あ
る
た
め
、

教
化
が
必
要
だ
と
す
る
考
え
が
泰
族
篇
に
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
全
て
の
人
々
が
教
化
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
脩
務
篇
に
次
の
よ

う
な
文
が
あ
る
。

 
 
身
正
し
く
性
は
善
、
発
憤
し
て
仁
を
成
し
、
帽
肥
し
て
義
を
為
し
、
性
命

 
 
説
ぶ
べ
く
、
学
問
を
待
た
ず
し
て
道
に
合
す
る
者
は
、
尭
・
舜
・
聖
王
な
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り
。
沈
装
甲
荒
に
し
て
、
装
う
る
に
道
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
、
患
う
る
に

 
 
徳
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
、
厳
父
す
ら
正
す
こ
と
能
わ
ず
、
賢
者
す
ら
化
す

 
 
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
は
、
丹
朱
・
商
均
な
り
。
…
夫
れ
上
は
尭
・
舜
に
及

 
 
ば
ず
、
下
は
商
均
に
及
ば
ず
、
美
な
る
は
西
施
に
及
ば
ず
、
悪
な
る
は
摸

 
 
母
に
若
か
ざ
る
は
、
此
教
訓
の
諭
す
所
に
し
て
、
芳
沢
の
施
す
所
な
り
。

 
学
問
を
必
要
と
せ
ず
に
道
に
合
致
し
て
お
り
、
性
命
の
趨
向
に
従
っ
て
仁
義

の
善
行
を
な
し
う
る
尭
・
舜
・
禺
の
よ
う
な
聖
人
と
、
素
行
不
良
で
道
や
徳
に

よ
る
教
化
不
能
な
大
愚
の
丹
朱
・
商
均
を
挙
げ
つ
つ
、
教
化
可
能
な
の
は
そ
の

中
間
の
凡
人
た
ち
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
全
て
の
人
の
本
性
が
同
一
で
あ

る
と
は
せ
ず
、
本
性
の
質
の
人
に
よ
る
相
違
を
想
定
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
聖

人
の
よ
う
な
教
学
を
要
せ
ず
に
本
性
の
確
立
し
た
存
在
を
認
め
て
い
る
。
た
だ

し
、
次
の
脩
務
篇
の
文
に
は
注
意
を
要
す
る
。

 
 
今
五
聖
の
天
声
無
く
、
四
俊
の
才
難
く
し
て
、
学
を
棄
て
て
性
に
循
わ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

 
 
と
欲
す
、
是
猶
船
を
釈
て
て
水
を
躍
ま
ん
と
欲
す
る
が
ご
と
き
な
り
。

 
こ
こ
に
い
う
五
聖
と
は
、
尭
・
舜
・
禺
・
女
王
・
皐
陶
の
よ
う
な
善
政
を
行
っ

た
聖
人
を
指
し
、
四
俊
と
は
契
・
散
・
史
皇
・
葬
の
よ
う
な
異
能
を
発
揮
し
た

 
 
 
あ
 

者
を
指
す
。
こ
の
文
の
前
文
に
「
此
の
九
賢
の
若
き
は
、
千
歳
に
し
て
一
た
び

出
つ
れ
ば
、
猶
踵
を
継
ぎ
て
生
ま
る
る
が
ご
と
し
」
と
あ
り
、
五
聖
や
四
俊
の

よ
う
な
才
器
が
出
現
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
認
識
が
見
え
る
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
、
も
し
普
通
の
人
々
が
学
問
を
棄
て
て
本
性
に
循
お
う
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
行
い
は
船
の
利
便
を
借
り
ず
に
川
を
渡
る
よ
う
に
危
険
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
と
し
て
は
、
本
性
が
聖
人
に
匹
敵
す
る
者
が

皆
無
で
あ
る
以
上
、
余
程
の
愚
者
な
ら
ぬ
大
多
数
の
凡
人
た
ち
は
、
本
性
の
あ

り
の
ま
ま
を
発
揮
す
る
の
で
な
く
、
学
問
に
よ
っ
て
こ
れ
を
養
成
す
べ
き
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
脩
務
篇
に
「
知
人
の
務
む
る
無
き
は
、
愚
に
し
て
学
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
と

好
む
に
若
か
ざ
る
な
り
。
人
君
・
公
卿
漁
り
庶
人
に
至
る
ま
で
、
自
ら
強
め
ず

し
て
功
成
る
者
は
、
天
下
未
だ
之
有
ら
ざ
る
な
り
」

に
添
う
も
の
で
あ
る
。

二
 
五
帝
三
王
の
道

と
あ
る
の
は
、
右
の
趣
旨

(
1
)
「
天
人
の
分
」
の
学

 
脩
務
篇
に
は
、
聖
人
の
存
在
し
な
い
現
在
、
大
多
数
の
凡
人
た
ち
に
は
教
化

が
必
要
だ
と
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
人
々
に
は
何
を
学
ぶ

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

 
 
凡
そ
学
ぶ
者
は
能
く
天
人
の
分
を
明
ら
か
に
し
て
、
治
乱
の
本
に
通
じ
、

 
 
心
を
澄
ま
せ
意
を
清
め
て
以
て
之
を
存
し
、
其
の
終
始
を
見
れ
ば
、
略
を

 
 
知
る
と
謂
う
べ
し
。
天
の
為
す
所
は
禽
獣
草
木
、
人
の
為
す
所
は
礼
節
制

 
 
度
、
構
え
て
宮
室
を
為
り
、
制
し
て
舟
輿
を
為
る
、
是
な
り
。
治
の
本
為

 
 
る
所
以
は
、
仁
義
な
り
。
末
為
る
所
以
は
、
法
度
な
り
。
(
泰
族
篇
)

 
学
者
は
、
天
人
の
分
即
ち
天
と
人
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
治
乱
の

根
本
に
精
通
す
る
こ
と
だ
が
肝
要
だ
と
す
る
。
ま
ず
天
人
の
分
に
つ
い
て
見
る

と
、
天
の
領
分
を
禽
獣
・
草
木
だ
と
す
る
の
は
、
万
物
を
生
育
す
る
営
み
を
指

し
て
い
よ
う
。
一
方
、
人
の
領
分
を
礼
節
・
制
度
や
宮
室
・
舟
輿
を
つ
く
る
こ

と
だ
と
す
る
の
は
、
人
の
従
う
べ
き
準
則
を
作
っ
て
天
性
を
陶
冶
し
た
り
、
天

然
の
素
材
を
加
工
し
て
住
居
や
道
具
を
作
っ
た
り
と
い
う
、
人
間
が
社
会
生
活

を
営
む
た
め
に
天
地
自
然
に
対
し
関
与
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、

治
乱
の
根
本
と
は
、
仁
義
を
指
す
。
右
の
文
章
の
後
文
に
は
一
五
帝
三
王
の
道

は
、
天
下
の
綱
紀
に
し
て
、
治
の
儀
表
な
り
」
と
あ
る
。
仁
義
の
政
治
は
五
帝

三
王
の
政
治
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
帝
三
王
と
は
誰

を
指
す
の
か
、
泰
族
篇
に
明
示
は
な
い
が
、
本
経
篇
の
高
這
注
に
は
「
五
帝
は
、

黄
帝
・
頴
項
・
帝
讐
・
帝
尭
・
帝
舜
。
三
王
は
、
夏
禺
・
誓
湯
・
周
文
質
」
と
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あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
頴
項
と
帝
馨
に
つ
い
て
は
『
潅
南
子
』
中
に
そ
の
名

が
見
え
な
い
が
、
他
の
六
人
に
つ
い
て
は
概
ね
承
認
で
き
そ
う
で
あ
る
の
で
、

し
ば
ら
く
高
嶺
注
に
見
え
る
説
に
従
っ
て
お
く
。
次
節
で
は
、
治
国
論
と
し
て

の
五
帝
三
王
の
道
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

(
2
)
五
帝
三
王
の
道

 
泰
全
篇
は
、
五
帝
三
王
の
統
治
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

 
 
昔
五
帝
三
王
の
政
に
黒
み
教
を
施
す
や
、
必
ず
参
五
を
用
う
。
何
を
か
参

 
 
五
と
謂
う
。
仰
ぎ
て
象
を
天
よ
り
取
り
、
術
し
て
度
を
地
よ
り
取
り
、
中

 
 
に
法
を
人
よ
り
取
る
。
乃
ち
斎
堂
の
朝
に
立
ち
、
明
堂
の
令
を
行
い
て
、

 
 
以
て
陰
陽
の
気
を
調
え
、
以
て
四
時
の
節
を
和
し
、
以
て
疾
病
の
蓄
を
辟

 
 
く
。
署
し
て
地
理
を
視
、
以
て
度
量
を
謹
め
、
陵
陸
水
沢
肥
激
高
下
の
宜

 
 
を
察
し
、
事
を
立
て
財
を
生
じ
て
、
以
て
飢
寒
の
患
を
除
く
。
中
に
人
徳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
を
考
え
て
、
以
て
礼
楽
を
凹
め
、
仁
義
の
道
を
行
い
て
、
以
て
人
倫
を
治

 
 
め
て
暴
乱
の
禍
を
除
く
。
乃
ち
金
木
水
火
土
の
性
を
澄
列
し
て
以
て
父
子

 
 
の
親
を
立
て
て
家
を
成
し
、
清
濁
五
音
六
律
相
生
ず
る
の
数
を
別
ち
て
以

 
 
て
君
臣
の
義
を
立
て
て
国
を
成
し
、
四
時
季
孟
の
序
を
察
し
て
長
幼
の
礼

 
 
を
立
て
て
官
を
成
す
。
此
を
之
参
と
謂
う
。
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
、
夫

 
 
婦
の
緋
、
長
幼
の
序
、
朋
友
の
際
を
制
む
、
此
を
之
五
と
謂
う
。

 
五
帝
三
王
が
政
治
に
臨
み
教
化
を
施
す
と
き
に
は
、
必
ず
欄
参
五
」
を
用
い

た
と
い
う
。
「
参
」
と
は
は
天
地
人
三
才
に
基
づ
く
政
治
の
方
針
で
あ
り
、
「
五
」

と
は
い
わ
ゆ
る
五
倫
を
指
す
。
こ
の
三
才
に
基
づ
く
政
治
に
つ
い
て
は
、
二
つ

の
点
が
注
意
さ
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
十
二
月
に
応
じ
た
明
堂
の
政
令
を
布

 
 
ユい

て
天
の
陰
陽
や
四
時
を
調
和
し
た
り
、
地
理
を
観
察
し
て
農
事
を
立
て
た
り
、

人
の
徳
性
を
考
え
て
礼
楽
を
定
め
た
り
と
い
う
具
合
に
、
天
地
人
に
対
す
る
君

主
の
人
為
を
重
視
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
人
為
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
天

地
自
然
の
法
則
に
従
い
こ
れ
と
調
和
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

見
た
天
人
の
分
と
は
こ
の
意
味
で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
帝
王

の
政
治
の
全
体
が
仁
義
の
道
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
の
目
的
が
、
疾

病
・
飢
寒
・
暴
乱
と
い
う
災
禍
の
除
去
で
あ
る
の
は
、
民
生
の
安
定
を
目
指
す

 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 

点
で
、
民
に
仁
愛
の
情
を
示
す
政
治
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
仁
義
の
道
に
よ
る

教
化
を
行
う
の
は
、
主
と
し
て
、
君
子
の
義
に
よ
っ
て
国
を
、
父
子
の
親
に
よ
っ

て
家
を
、
長
幼
の
序
に
よ
っ
て
官
を
治
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
斉
俗
篇

に
勝
義
と
は
、
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
・
夫
妻
・
朋
友
之
際
を
合
す
る
所
以
な
り
」

と
あ
る
の
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
れ
は
五
倫
と
い
う
道
義
を
重
ん
ず
る
政
治
と

捉
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
五
帝
三
王
の
政
治
の
全
体
を
「
仁
義
の
道
」
と
称
し

て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
今
引
用
し
た
文
の
直
後
に
は
、
五
帝
三
王
の
政
治
の
内
容
と
し
て
次
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
そ
こ
で
、
土
地
を
区
画
し
て
州
に
し
、
職
務
を
分
け
て
(
官
吏
に
)
統
治

 
 
さ
せ
る
が
、
州
の
内
部
に
城
邑
を
築
い
て
(
官
吏
を
)
住
ま
わ
せ
、
そ
こ

 
 
に
宅
地
を
振
り
分
け
て
個
別
に
し
、
財
貨
を
分
け
て
生
活
で
き
る
よ
う
に

 
 
す
る
。
他
方
、
大
学
を
建
て
て
教
え
導
き
、
早
く
興
き
遅
く
寝
て
勉
め
励

 
 
む
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
が
政
治
の
綱
領
で
あ
る
。
人
材
を
得
ら
れ
れ
ば
成

 
 
果
は
挙
が
る
が
、
人
材
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
失
敗
す
る
(
乃
裂
地
而
州
之
、

 
 
分
女
童
治
之
、
築
城
而
居
之
、
割
宅
而
異
心
、
分
財
而
衣
食
之
、
立
大
学

 
 
而
教
諄
之
、
夙
興
夜
緑
而
労
力
之
。
此
治
之
綱
紀
也
。
然
得
其
人
則
挙
、

 
 
失
其
人
為
替
)
。

 
こ
こ
に
は
、
第
一
に
帝
王
の
領
地
を
分
割
し
て
州
を
作
り
、
官
吏
に
分
担
し

て
統
治
さ
せ
る
が
、
そ
の
官
吏
に
は
住
居
と
生
活
費
と
を
支
給
す
る
こ
と
、
第

二
に
大
学
で
人
材
を
教
導
し
て
、
学
業
に
精
勤
さ
せ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

大
学
で
養
わ
れ
た
人
材
は
官
吏
の
候
補
生
と
す
る
も
の
と
思
考
さ
れ
て
い
よ
う
。
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こ
れ
ら
の
点
は
、
右
の
文
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
材
の
養
成
を
政
治

の
眼
目
と
す
る
意
識
と
密
接
に
か
か
わ
る
。
五
帝
三
王
の
道
は
、
民
生
の
安
定

を
目
的
と
す
る
仁
義
の
政
治
で
あ
る
が
、
こ
の
政
治
の
成
否
は
群
臣
の
働
き
い

か
ん
に
よ
る
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

 
(
3
)
人
材
の
挙
用

 
前
節
で
、
応
命
篇
に
五
帝
三
王
の
政
治
の
成
否
は
適
材
を
確
保
で
き
る
か
に

よ
る
と
の
認
識
が
あ
り
、
大
学
の
設
置
は
こ
の
政
治
を
支
え
る
官
吏
を
養
成
す

る
意
味
が
あ
る
と
推
測
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
他
の
資
料
を

加
え
て
、
人
材
の
挙
用
に
つ
い
て
の
亜
族
篇
の
考
え
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

 
 
事
え
、
法
設
く
れ
ど
も
犯
さ
ず
、
刑
事
く
も
用
い
ず
、
刑
す
べ
く
し
て
刑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ろ

 
 
せ
ざ
る
に
非
ず
、
百
工
維
れ
等
し
み
、
庶
績
威
く
煕
ま
り
、
礼
義
修
ま
り

 
 
て
賢
徳
に
任
ず
れ
ば
な
り
。
故
に
天
下
の
高
き
を
挙
げ
て
以
て
三
公
と
為

 
 
し
、
一
国
の
高
き
を
以
て
九
卿
と
為
し
、
一
心
の
高
き
を
以
て
二
十
七
大

 
 
夫
と
為
し
、
一
郷
の
高
き
を
以
て
八
十
一
元
士
と
為
す
。
故
に
智
、
万
人

置
 
に
過
ぐ
る
者
は
之
を
英
と
謂
い
、
千
人
な
る
者
は
之
を
俊
と
謂
い
、
百
人

前
 
な
る
者
は
之
を
豪
と
謂
い
、
十
人
な
る
者
は
之
を
傑
と
謂
う
。
天
道
を
明

 
 
ら
か
に
し
、
地
理
を
察
し
、
人
情
に
通
じ
、
大
は
以
て
衆
を
登
る
る
に
足

 
 
り
、
徳
は
以
て
遠
き
を
懐
け
る
に
足
り
、
信
は
以
て
異
を
一
に
す
る
に
足

 
 
り
、
知
は
以
て
変
を
知
る
に
足
る
者
は
、
人
の
英
な
り
。
徳
以
て
教
化
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

 
 
る
に
足
り
、
行
は
以
て
義
に
隠
る
に
足
り
、
仁
は
以
て
衆
を
得
る
に
足
り
、

 
 
明
は
以
て
下
を
照
ら
す
に
足
る
者
は
、
人
の
俊
な
り
。
行
は
以
て
儀
表
と

 
 
為
す
に
足
り
、
知
は
以
て
嫌
疑
を
決
す
る
に
足
り
、
廉
は
以
て
財
を
分
か

 
 
つ
に
足
り
、
信
は
以
て
約
を
守
ら
し
む
べ
く
、
事
を
作
し
て
法
る
べ
く
、

 
 
言
を
出
し
て
養
う
べ
き
者
は
、
人
の
豪
な
り
。
職
を
守
り
て
廃
さ
ず
、
義

 
 
に
処
り
て
比
せ
ず
、
難
を
見
て
筍
も
免
れ
ず
、
利
を
見
て
荷
も
得
ざ
る
は

 
 
者
は
、
人
の
傑
な
り
。
英
俊
豪
傑
、
各
の
小
大
の
材
を
以
て
其
の
位
に
処

 
 
り
、
其
の
宜
し
き
を
得
、
本
由
り
末
に
流
れ
、
重
き
を
以
て
軽
き
を
制
し
、

 
 
上
唱
う
れ
ば
民
和
し
、
上
動
け
ば
下
随
い
、
四
海
の
内
、
心
を
一
に
し
帰

 
 
を
同
じ
く
し
、
貴
注
に
背
き
て
義
理
に
向
か
う
。
其
の
民
を
化
す
る
や
、

 
 
風
の
草
木
を
揺
ら
し
、
之
を
し
て
靡
か
ざ
る
は
無
き
が
ご
と
し
。

 
右
の
文
章
の
冒
頭
で
は
、
官
に
賢
者
を
任
用
し
、
百
官
が
職
務
に
精
励
し
て

治
績
を
挙
げ
た
が
故
に
、
法
は
設
け
て
も
こ
れ
を
犯
す
も
の
が
な
く
、
刑
罰
を

用
い
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
古
の
政
治
の
在
り
方
が
前
置
き
さ
れ
る
。
次

い
で
、
官
に
賢
者
を
任
用
し
た
こ
と
は
、
天
下
∴
国
・
一
県
・
一
郷
か
ら
高

才
を
選
抜
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
公
・
九
卿
・
二
十
七
大
夫
・
八
十
一
元
士
に
当

て
た
こ
と
に
具
体
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
更
に
、
［
英
」
は
智
力
が
万
人
に

勝
る
者
で
あ
り
、
以
下
、
「
俊
」
は
千
人
に
、
＝
蒙
」
は
百
人
に
、
「
傑
」
は
十

人
に
勝
る
者
だ
と
し
て
、
教
化
の
主
体
と
な
る
べ
き
器
量
が
各
個
具
体
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
英
・
俊
・
豪
・
傑
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天
下
二
国
・

一
コ
口
一
転
か
ら
選
抜
さ
れ
た
高
才
た
ち
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
高
才
た

ち
が
、
そ
の
器
量
に
相
応
し
い
地
位
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
木
が
風
に
靡

く
よ
う
に
民
は
そ
の
治
政
に
従
う
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
看
取
さ

れ
る
の
は
、
政
治
の
要
諦
は
、
賢
者
を
選
抜
し
こ
れ
に
相
応
し
い
官
職
を
与
え

る
こ
と
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
適
材
の
確
保
を
重
視
す
る
点

で
、
前
節
で
見
た
五
帝
三
王
の
政
治
の
内
容
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
。
五
帝
三
王
の
政
治
で
は
、
大
学
の
設
置
を
も
構
想
し
て
い
た
が
、
大

学
で
養
成
さ
れ
る
人
材
と
は
、
州
を
治
め
る
地
方
官
ば
か
り
で
な
く
、
こ
こ
に

説
か
れ
る
三
公
以
下
の
中
央
官
を
も
担
い
う
る
人
材
が
念
頭
に
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
万
人
に
勝
る
智
力
を
有
す
る
一
英
」
の
器
量
を
説
明
す
る
く
だ
り

に
、
天
道
・
地
理
・
人
情
に
明
察
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
五
帝
三
王
の
「
参
五
」
の
政
治
を
担
当
し
う
る
能
力
を
意
味
す
る
。
泰
族
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篇
は
、
仁
義
の
道
を
実
施
す
る
天
子
の
補
助
者
と
し
て
三
公
を
位
置
づ
け
る
の

で
あ
る
。
加
え
て
、
行
政
単
位
と
し
て
国
と
県
と
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
泰
族

篇
が
郡
国
制
を
念
頭
に
そ
の
治
国
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

 
智
者
の
能
力
に
関
す
る
、
泰
族
篇
の
見
解
を
補
足
し
て
お
く
。
「
法
在
り
と

錐
も
、
必
ず
聖
を
待
ち
て
下
る
後
書
む
。
律
具
わ
る
と
錐
も
、
必
ず
耳
を
待
ち

て
詣
る
後
聴
く
。
故
に
国
の
存
す
る
所
以
の
者
は
、
法
有
る
を
以
て
な
る
に
非

ず
、
賢
人
有
る
を
以
て
な
り
。
其
の
亡
ぶ
所
以
は
、
法
無
き
を
以
て
な
る
に
非

ず
。
賢
人
無
き
を
以
て
な
り
」
と
見
え
る
。
国
の
存
亡
は
、
法
律
の
有
無
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
賢
人
の
運
用
を
待
つ
か
否
か
に
よ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
「
治
の
本
為
る
所
以
の
者
は
、
仁
義
な
り
。
末
為
る
所
以
の
者
は
、
法

度
な
り
」
(
泰
族
篇
)
一
法
の
生
ず
る
や
、
以
て
仁
義
を
黒
く
」
(
同
上
)
と
あ
っ

て
、
法
は
あ
く
ま
で
も
、
仁
義
の
補
助
で
し
か
な
い
。
「
知
能
有
り
と
錐
も
、

必
ず
仁
義
を
以
て
之
が
本
と
為
し
て
然
る
後
に
立
つ
べ
し
」
(
同
上
)
と
し
て
、

賢
人
で
あ
っ
て
も
仁
義
を
政
治
の
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
泰
臓
卜
は
、
仁
義
の
道
は
三
公
以
下
の
群
臣
た
ち
が
そ
の

才
智
を
存
分
に
発
揮
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
泰
族
篇
は
、

人
々
の
本
性
を
教
化
す
べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
当
然
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

こ
と
な
が
ら
賢
智
主
義
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

三
 
教
学
の
具
体
的
方
法

本
節
で
は
、
五
帝
三
王
の
道
を
学
ぶ
方
法
に
つ
い
て
の
泰
族
篇
の
考
え
を
調

べ
て
み
る
。

 
 
e
 
夫
れ
六
藝
の
広
崇
を
観
、
道
徳
の
淵
深
を
窮
む
れ
ば
、
無
上
に
達
し
、

 
 
無
下
に
至
り
、
無
極
に
運
り
、
無
形
に
翔
け
、
四
海
に
広
ま
り
、
太
山
よ

 
 
り
掃
く
、
江
河
よ
り
富
み
、
膿
然
と
し
て
通
じ
、
昭
明
と
し
て
明
ら
か
に

 
 
し
て
、
天
地
の
間
に
撃
戻
す
る
所
な
し
。
其
の
監
観
す
る
所
以
、
宣
愚
な

 
 
ら
ず
や
。
人
の
知
る
所
の
者
は
浅
く
し
て
、
物
の
変
は
窮
ま
る
こ
と
無
し
。

 
 
曇
に
知
ら
ず
し
て
今
之
を
知
る
は
、
知
の
益
々
多
く
な
る
に
は
非
ず
、
問

 
 
学
の
加
う
る
所
な
り
。
(
泰
黒
具
)

 
 
f
 
煮
れ
物
常
に
見
れ
ば
則
ち
之
を
識
り
、
嘗
て
為
せ
ば
則
ち
之
を
能
く

 
 
す
。
故
に
其
の
患
に
因
れ
ば
則
ち
其
の
備
え
を
造
り
、
其
の
難
を
犯
せ
ば

 
 
則
ち
其
の
便
を
得
。
締
れ
一
世
の
寿
を
以
て
千
歳
の
知
・
今
古
の
論
を
観

 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
れ
ば
、
未
だ
嘗
て
高
ず
と
錐
も
、
其
の
道
理
は
素
よ
り
具
わ
る
。
術
有
り

 
 
と
謂
わ
ざ
る
べ
き
か
。
(
遺
族
篇
)

 
e
に
よ
れ
ば
、
六
藝
の
奥
深
さ
を
観
察
し
て
道
と
そ
の
働
き
(
道
徳
)
を
窮

め
る
な
ら
ば
、
天
地
の
問
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
在
り
方
に
通
暁
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
六
藝
と
は
、
儒
家
の
六
つ
の
経
書
(
詩
・
書
・
易
・

礼
・
楽
・
春
秋
)
で
あ
り
、
「
六
藝
は
科
を
異
に
す
る
も
皆
道
を
同
じ
く
す
」

(
髪
型
篇
)
と
一
つ
の
道
に
慧
敏
さ
れ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
酬
詩
・
書
を
古
す

る
者
は
道
に
通
じ
物
を
略
す
る
を
期
す
る
も
の
に
し
て
、
洪
範
・
心
墨
を
期
せ

ず
」
(
脩
務
篇
)
と
あ
っ
て
、
六
藝
は
あ
く
ま
で
も
道
に
通
暁
し
て
、
事
物
を

治
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
り
、
『
尚
書
』
の
一
篇
で
あ
る
一
辺
範
」

や
『
詩
経
』
の
一
部
で
あ
る
「
商
議
」
な
ど
の
細
か
な
こ
と
に
は
頓
着
し
な
い

と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
道
と
は
、
仁
義
の
道
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
泰
族
・

脩
務
篇
は
仁
義
の
道
を
知
る
た
め
の
教
科
と
し
て
六
藝
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
f
で
は
、
「
千
歳
の
知
」
を
盛
り
込
ん
だ
「
今
古
の
論
」

を
載
せ
た
様
々
な
書
物
に
「
道
理
」
が
具
わ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
道

理
」
の
意
味
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
次
の
泰
族
篇
の
資
料
が
理
解
の
助
け
に

な
る
。

 
 
五
帝
三
王
の
道
は
、
天
下
の
綱
紀
に
し
て
、
治
の
儀
表
な
り
。
今
商
鞍
の

 
 
敗
塞
、
申
子
の
三
符
、
韓
非
の
孤
憤
、
威
儀
・
蘇
秦
の
従
衡
は
、
皆
綴
取
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の
権
、
一
切
の
術
な
り
、
治
の
大
本
・
事
の
恒
常
の
、
博
く
聞
き
て
、
世

 
 
に
伝
う
べ
き
者
に
非
ざ
る
な
り
。

 
五
帝
三
王
の
道
は
、
天
下
の
綱
紀
、
統
治
の
模
範
と
し
て
恒
常
普
遍
性
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
鞍
、
申
子
、
韓
非
な
ど
法
家
の

著
作
や
、
張
儀
・
蘇
秦
ら
縦
横
家
の
説
く
合
従
連
衡
策
は
、
こ
の
恒
常
普
遍
性

が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
時
的
な
権
謀
術
策
で
し
か
な
い
と
い
う
。

従
っ
て
、
仁
義
の
恒
常
普
遍
性
こ
そ
が
道
の
「
理
」
と
考
え
ら
れ
る
。
六
藝
や

他
の
書
物
を
学
習
す
る
際
に
は
、
こ
の
点
を
会
得
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
経
済
的
・
能
力
的
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
六
藝
や
そ
の
他
の
書

物
を
入
手
し
独
学
で
、
あ
る
い
は
賢
師
に
つ
い
て
「
道
理
」
を
知
り
う
る
者
の

数
は
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
者
た
ち
に
は
、

ど
の
よ
う
な
学
習
の
機
会
が
用
意
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
章
(
一
)
節
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引
用
し
た
資
料
d
(
中
略
部
分
を
含
む
)
で
、
教
化
の
具
体
的
な
在
り
方
が
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
婚
姻
の
礼
を
実
践
し
て
男
女
の
区
別
を
学
び
、

悌
順
の
徳
が
教
え
ら
れ
て
父
子
の
親
や
長
幼
の
序
を
学
ぶ
と
い
っ
た
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
更
に
、
ま
た
様
々
な
礼
の
講
習
を
経
た
後
に
、
痒
序
で
再
度
人
倫

を
習
得
す
る
と
も
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
教
化
の
道
筋
は
、
特
に
系
統
立
っ
た

も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
礼
楽
の
実
践
と
学
校
教
育
を
通
し

て
人
倫
を
習
得
さ
せ
て
、
そ
の
定
着
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
人
倫
を
正
す
こ
と

は
、
仁
義
の
道
に
お
け
る
眼
目
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
は
、
仁
義
の
道
の
具

体
像
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
六
藝
の
う
ち
実
演
さ
れ
る
礼
・

 
 
 
ヨ

詩
・
楽
を
除
い
た
三
つ
の
経
書
(
尚
書
、
易
、
春
秋
)
が
こ
れ
ら
の
学
校
で
講

習
さ
れ
る
の
か
否
か
や
、
郷
里
の
痒
序
と
中
央
の
大
学
と
の
関
係
、
つ
ま
り
郷

里
の
学
校
で
学
ぶ
優
秀
者
を
い
か
に
官
に
汲
み
上
げ
る
か
と
い
う
事
柄
に
つ
い

て
は
、
記
述
が
な
く
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
泰
族
篇
が
、
民
衆
に

高
次
に
は
五
帝
三
王
の
政
道
を
、
低
次
に
は
人
倫
を
学
ぶ
べ
し
と
す
る
の
は
確

か
な
こ
と
で
あ
る
。

四
 
君
主
の
治
身
の
問
題

(
1
)
道
と
本
性

 
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
五
帝
三
王
の
道
(
仁
義
の
道
)
と

は
泰
族
篇
の
主
張
す
る
治
国
論
で
あ
り
、
民
の
教
化
に
つ
い
て
の
所
説
は
こ
こ

に
位
置
付
く
。
再
説
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
種
族
篇
に
「
其
の
性
無
け
れ
ば
教

訓
す
べ
か
ら
ず
。
其
の
性
有
れ
ど
も
、
其
の
養
無
け
れ
ば
、
道
に
遵
う
こ
と
能

わ
ず
」
(
前
掲
)
と
あ
っ
て
、
人
の
本
性
に
仁
義
の
資
質
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
法

度
に
よ
る
教
化
を
経
て
、
民
は
仁
義
の
道
に
遵
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
泰
族
篇
に
は
、
君
主
に
つ
い
て
「
反
性
」
を
説
く
記
述

が
見
え
る
。
こ
れ
は
先
の
治
国
論
に
ど
う
位
置
付
く
の
か
。

 
 
心
は
身
の
本
な
り
、
身
は
国
の
本
な
り
。
…
治
を
為
す
の
本
は
、
務
め
は

 
 
民
を
寧
ん
ず
る
に
在
り
。
民
を
寧
ん
ず
る
の
本
は
用
を
足
ら
す
に
在
り
。

 
 
用
を
足
ら
す
の
本
は
、
時
を
奪
う
こ
と
勿
き
に
在
り
。
時
を
奪
う
こ
と
勿

 
 
き
の
本
は
、
事
を
潜
る
に
在
り
。
事
を
省
る
の
本
は
欲
を
節
す
る
に
在
り
。

 
 
 
 
 

 
 
欲
を
節
す
る
の
本
は
性
に
反
る
に
在
り
。
…
故
に
性
の
情
を
知
る
者
は
性

 
 
の
以
て
為
す
無
き
所
に
務
め
ず
。
命
の
情
を
知
る
者
は
命
の
奈
何
と
も
す

 
 
る
無
き
所
に
務
め
ず
。
…
直
だ
性
命
の
情
を
行
い
て
、
制
度
以
て
万
民
の

 
 
儀
と
為
す
べ
し
。

 
こ
こ
で
は
、
君
主
が
心
身
を
治
め
る
こ
と
、
即
ち
己
の
本
性
に
立
ち
返
り
、

欲
を
節
制
す
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
民
生
の
安
寧
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
説
く
。

次
い
で
、
君
主
は
己
の
性
命
の
あ
り
の
ま
ま
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
制

度
と
し
て
万
民
の
規
範
と
な
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
君
主
が
己
の
本

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

性
に
立
ち
返
っ
て
こ
れ
を
確
立
し
、
本
性
の
仁
義
に
従
い
こ
れ
を
規
範
化
し
て
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政
治
を
行
う
べ
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
君
主
の
本
性
こ
そ
が
仁
義
の
道
の

拠
り
所
で
あ
り
、
身
を
治
め
る
こ
と
が
国
を
治
め
る
こ
と
に
連
な
る
と
の
認
識

が
こ
こ
に
は
読
み
と
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
君
主
の
立
場
は
、
泰
族
篇
に
「
人
の

性
に
は
仁
義
の
資
有
る
も
、
聖
人
之
が
法
度
を
為
り
て
之
を
教
導
す
る
に
非
ざ

れ
ば
、
則
ち
方
に
謡
わ
し
む
べ
か
ら
ず
」
(
前
掲
)
と
い
わ
れ
る
際
の
法
度
の

制
定
者
、
教
化
の
主
体
と
し
て
の
聖
人
の
立
場
に
重
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
章
(
二
)
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
藁
筆
篇
は
「
性
命
説
ぶ
べ
く
、
学
問
を
待

た
ず
し
て
道
に
合
す
る
」
よ
う
な
聖
人
は
現
在
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
学
を
棄
て
て
性
に
想
う
」
こ
と
の
愚
を
指
摘
し
、
学
問
の
必
要
性
を
説
い
て

い
た
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
泰
族
篇
は
、
理
念
と
し
て
は
、
君
主
に
は

本
性
に
立
ち
返
っ
て
そ
の
内
実
を
発
揮
す
る
こ
と
を
政
治
の
基
本
と
し
て
求
め

る
と
考
え
ら
れ
る
。
君
主
の
本
性
を
基
準
と
し
て
法
度
を
定
め
、
民
を
教
化
す

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
実
と
し
て
は
、
生
れ
な
が
ら
の
聖
人
は
存
在
し
な

い
。
だ
か
ら
、
論
理
的
に
は
、
教
学
に
よ
り
本
性
を
陶
冶
し
終
え
た
者
が
、
は

じ
め
て
君
主
・
為
政
者
と
し
て
教
化
の
主
体
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

泰
族
篇
に
「
知
能
踏
卑
し
、
百
事
並
び
に
行
わ
る
る
も
、
聖
人
は
一
に
仁
義
を

以
て
之
が
準
縄
と
為
す
。
之
に
中
る
者
は
之
を
君
子
と
謂
う
。
中
ら
ざ
る
者
は

之
を
小
人
と
謂
う
」
と
あ
る
が
、
泰
族
篇
は
、
己
の
本
性
の
仁
義
を
準
則
と
し

て
政
治
を
行
う
聖
人
の
立
場
と
教
学
に
よ
り
本
性
を
陶
冶
し
て
仁
義
に
適
中
し

よ
う
と
す
る
君
子
の
立
場
と
を
二
つ
な
が
ら
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
道
と
精
誠

 
本
節
で
は
、
泰
族
篇
に
見
え
る
精
誠
・
誠
心
な
ど
の
概
念
と
道
と
の
関
係
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
。
そ
れ
は
、
前
節
で
見
た
君
主
に
関
す
る
治
言
論
に
深
く

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
隠
隠
篇
に
「
善
な
る
を
賞
し
暴
き
を
罰

す
る
は
、
政
令
な
り
。
其
の
能
く
行
う
所
以
の
者
は
、
精
誠
な
り
。
故
に
…
必

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

ず
精
気
自
り
之
と
道
を
施
す
所
以
な
り
。
…
故
に
道
を
櫨
き
て
以
て
民
を
被
う

も
、
民
従
わ
ざ
る
は
、
誠
心
施
さ
ざ
れ
ば
な
り
」
「
聖
人
…
至
誠
に
し
て
能
く

動
化
す
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
君
主
が
道
に
基
づ
い
た
政
令
を
民
に
施
行

す
る
場
合
、
至
誠
の
心
で
施
行
し
て
は
じ
め
て
民
を
感
化
し
う
る
と
い
う
。
で

は
、
道
と
至
誠
の
心
と
は
い
か
に
関
係
す
る
の
か
。
泰
族
篇
に
「
道
は
、
精
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

内
に
蔵
し
、
神
を
心
に
棲
ま
せ
、
静
思
悟
淡
に
し
て
、
胸
中
に
説
膠
し
、
邪
気

留
滞
す
る
所
無
く
、
四
枝
節
族
、
蕪
蒸
し
理
泄
る
れ
ば
、
則
ち
機
枢
調
利
し
、

百
三
九
簸
順
比
せ
ざ
る
温
し
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。
道
を
体
得
し
た

者
は
、
心
に
お
の
ず
と
民
に
対
す
る
誠
心
(
精
気
)
が
宿
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
も
っ
て
民
を
治
め
る
べ
き
だ
と
泰
族
篇
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

一
反
性
」
、
本
性
の
確
立
こ
そ
が
誠
心
を
宿
ら
せ
る
工
夫
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
君
主
が
誠
心
を
抱
き
精
気
を
宿
す
こ
と
は
、
民
と
の
感
応
を
結

果
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

 
 
天
は
日
月
を
設
け
、
星
辰
を
列
し
、
陰
陽
を
調
え
、
四
時
を
張
り
、
日
月

 
 
て
之
を
暴
し
、
夜
以
て
之
を
息
わ
し
、
風
以
て
之
を
乾
か
し
、
雨
露
以
て

 
 
之
を
濡
ら
す
。
其
の
物
を
生
ず
る
や
、
其
の
養
う
所
を
見
る
こ
と
驚
く
し

 
 
て
物
長
じ
、
其
の
物
を
殺
す
や
、
其
の
喪
ぶ
所
を
見
る
こ
と
響
く
し
て
物

 
 
亡
ぶ
。
此
を
之
神
明
と
謂
う
。
聖
人
之
に
象
る
。
…
聖
人
は
天
心
を
懐
き
、

 
 
声
然
と
し
て
能
く
天
下
を
動
化
す
る
者
な
り
。
故
に
精
軍
内
に
感
じ
て
、

 
 
形
気
天
に
動
け
ば
、
則
ち
景
星
見
わ
れ
、
黄
龍
下
り
、
祥
鳳
至
り
、
醒
泉

 
 
出
で
、
嘉
穀
生
じ
、
河
に
は
満
溢
せ
ず
、
海
は
溶
波
あ
ら
ず
。
…
天
に
逆

 
 
ら
い
物
を
暴
す
れ
ば
、
五
星
行
を
失
い
、
四
時
干
乖
し
、
昼
黒
く
宵
光
り
、

 
 
山
は
崩
れ
川
は
興
れ
、
冬
に
雷
あ
り
夏
に
霜
あ
り
。
…
天
と
人
以
て
相
通

 
 
ず
る
こ
と
有
る
な
り
。

 
天
は
日
月
星
辰
を
運
行
さ
せ
、
陰
陽
を
調
和
し
、
四
時
を
展
開
さ
せ
、
昼
夜

を
設
け
、
風
雨
を
起
こ
し
、
目
に
見
え
な
い
形
態
で
万
物
を
生
み
、
育
て
、
今
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ぼ
す
。
こ
の
不
可
思
議
な
神
明
の
働
き
を
、
君
主
た
る
聖
人
は
模
範
と
す
る
と

い
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
「
天
心
を
懐
く
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
天
下
に
感
化
が
ゆ
き
わ
た
る
、
と
さ
れ
る
。
「
天
心
を
懐
く
」
と
は
、
天
の

無
形
の
働
き
に
倣
っ
て
、
民
を
養
育
し
よ
う
と
勉
め
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り

は
民
に
対
す
る
至
誠
の
心
を
も
つ
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
聖
人
が
天
心
を

懐
く
と
き
精
誠
が
感
発
さ
れ
る
が
、
こ
の
精
気
が
天
へ
と
感
通
す
る
と
、
景
星
、

黄
龍
等
の
吉
祥
が
出
現
す
る
。
反
対
に
、
天
に
逆
ら
っ
て
、
万
物
を
損
う
と
き

に
は
、
五
星
の
運
行
や
四
時
の
時
節
が
混
乱
す
る
等
の
天
象
の
乱
れ
が
生
じ
る
。

「
天
と
人
と
以
て
相
通
ず
る
こ
と
有
る
な
り
」
と
は
、
君
主
が
至
誠
の
心
に
よ

り
民
を
感
化
し
得
た
か
否
か
に
天
が
感
応
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
泰
族

篇
に
は
ま
た
「
聖
人
は
天
気
を
懐
き
、
天
心
を
抱
き
、
中
を
執
り
和
を
含
み
、

廟
堂
を
下
ら
ず
し
て
四
海
に
術
が
り
、
習
を
変
え
俗
を
事
え
、
民
化
し
て
善
に

遷
る
こ
と
、
諸
を
己
に
性
と
す
る
が
若
く
、
能
く
神
を
以
て
化
す
る
な
り
」
と

あ
る
が
、
こ
の
聖
人
が
心
に
執
り
も
つ
「
中
」
「
和
」
は
偏
り
な
く
調
和
さ
れ

た
精
気
(
誠
心
)
の
こ
と
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
比
量
篇
は
、
君
主
が
本
性

を
確
立
し
中
和
な
誠
心
を
抱
い
て
こ
そ
、
民
心
及
び
天
心
と
の
調
和
が
成
る
の

で
あ
る
。
二
章
(
一
)
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
五
帝
三
王
の
道
に
は
、
天
に
法
っ

て
陰
陽
と
四
時
と
を
調
和
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
調
和
は
、
実
は

君
主
の
誠
心
と
天
と
の
間
の
良
好
な
感
応
関
係
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
泰
族
篇
の
「
反
性
」
「
誠
心
」
を
中
心
と
す
る
君
主
の
治
身
も
五
帝
三
王

の
道
の
一
環
と
し
て
位
置
付
く
と
考
え
ら
れ
る
。

五
 
泰
族
篇
の
治
身
治
国
論
の
学
問
的
立
場

(
1
)
中
庸
篇
の
検
討

前
節
で
は
、
泰
族
篇
の
君
主
の
治
身
に
つ
い
て
の
論

(
君
主
は
本
性
に
立
ち

返
り
そ
の
あ
り
の
ま
ま
を
発
揮
し
た
政
治
を
す
べ
し
と
す
る
考
え
)
と
治
国
論

(
民
の
本
性
に
因
り
従
い
つ
つ
教
学
に
よ
っ
て
こ
れ
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
考

え
)
と
は
、
泰
族
篇
に
お
い
て
、
前
者
が
後
者
の
前
提
と
な
る
形
で
結
合
さ
れ

て
い
る
と
考
え
た
。
本
節
で
は
、
右
の
よ
う
な
泰
族
篇
の
治
身
治
国
論
を
、

『
礼
記
」
中
庸
篇
(
以
下
、
中
庸
篇
と
略
称
す
る
)
の
所
説
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
そ
の
学
問
的
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
以
下
、
中
庸
篇
の
文
章
を

比
較
に
必
要
な
範
囲
で
掲
げ
、
順
次
そ
の
概
略
を
ま
と
め
て
、
比
較
の
た
め
の

土
台
と
し
た
い
(
な
お
、
引
用
資
料
の
中
庸
篇
に
お
け
る
位
置
を
、
朱
烹
『
中

庸
章
句
』
の
章
立
て
に
よ
っ
て
示
し
た
)
。

 
 
1
 
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
う
。
性
に
習
う
、
之
を
道
と
謂
う
。
道

 
 
を
脩
む
る
、
之
を
教
と
謂
う
。
…
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ず
、
之
を
中
と

 
 
謂
う
。
発
し
て
与
信
に
中
る
、
之
を
和
と
謂
う
。
中
な
る
者
は
天
下
の
大

 
 
本
な
り
。
和
な
る
者
は
天
下
の
達
道
な
り
。
中
和
を
致
せ
ば
、
天
地
位
し
、

 
 
万
物
育
す
。
(
第
一
章
)

 
 
H
 
誠
な
る
者
は
、
天
の
道
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
者
は
、
人
の
道
な
り
。

 
 
誠
な
る
者
は
、
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
従
容
と
し
て
道
に

 
 
中
る
、
聖
人
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
者
は
、
善
を
択
び
て
固
く
之
を
執
る

 
 
者
な
り
。
(
第
二
十
章
)

 
 
皿
 
誠
な
る
自
り
明
ら
か
な
る
、
之
を
性
と
謂
う
。
明
ら
か
な
る
辺
り
誠

 
 
な
る
、
之
を
教
と
謂
う
。
 
(
第
二
十
一
章
)

 
 
W
 
唯
天
下
の
至
誠
の
み
、
能
く
そ
の
性
を
尽
く
す
と
為
す
。
能
く
そ
の

 
 
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
人
の
性
を
尽
く
す
。
能
く
人
の
性
を
尽
く
せ

 
 
ば
、
則
ち
能
く
物
の
性
を
尽
く
す
。
能
く
物
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
以

 
 
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
べ
し
。
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
べ
く
ん
ば
、
則

 
 
ち
以
て
天
地
と
参
な
る
べ
し
。
(
第
二
十
二
章
)

 
 
V
 
其
の
次
は
曲
を
致
す
。
曲
に
能
く
誠
有
り
。
誠
な
れ
ば
則
ち
形
わ
れ
、
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形
わ
る
れ
ば
則
ち
著
し
く
、
著
し
け
れ
ば
則
ち
明
る
く
、
明
る
け
れ
ば
則

 
 
ち
動
き
、
動
け
ば
則
ち
変
じ
、
変
ず
れ
ば
則
ち
化
す
。
唯
天
下
の
至
誠
の

 
 
み
能
く
化
す
と
為
す
。
(
第
二
十
三
章
)

 
 
W
 
誠
な
る
者
は
自
ら
成
る
な
り
。
而
し
て
道
は
自
ら
道
く
な
り
。
…
誠

 
 
な
る
者
は
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
物
を
成
す
所
以
な
り
。

 
 
(
第
二
十
五
章
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
か
ら
W
ま
で
の
文
章
は
、
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
を
整
合
的
に
理
解
し
た
そ
の
概
略
を
ま
と
め
て
お
く
。
1
で
は
、
ま
ず
天

か
ら
の
命
令
と
し
て
賦
与
さ
れ
た
も
の
が
人
の
本
性
で
あ
り
、
こ
の
本
性
に
従
っ

て
い
く
の
が
道
で
あ
る
が
、
こ
の
道
を
治
め
と
と
の
え
た
の
が
教
で
あ
る
と
い

う
。
天
命
の
本
性
は
、
後
文
の
一
中
」
(
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
動
き
出
す
前
の

平
静
で
中
正
な
心
)
に
当
り
、
本
性
に
従
う
道
は
、
後
文
の
」
和
」
(
感
情
が

外
界
に
発
揮
さ
れ
そ
れ
が
す
べ
て
節
度
に
か
な
い
調
和
を
得
る
こ
と
)
に
当
る
。

こ
の
閥
中
和
」
を
推
し
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
地
の
造
化
生
成
の
働
き
を

助
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

 
H
で
は
、
二
種
類
の
人
間
の
あ
り
方
を
誠
と
関
連
づ
け
て
説
く
。
ま
ず
、
誠

と
は
天
の
道
で
あ
る
が
、
こ
の
誠
を
身
に
つ
け
た
者
は
努
力
せ
ず
に
的
中
し
、

思
慮
せ
ず
に
実
現
し
、
伸
び
伸
び
と
し
て
道
に
合
致
す
る
聖
人
だ
と
す
る
。
こ

こ
に
い
う
誠
を
身
に
つ
け
た
者
の
在
り
方
は
、
皿
で
は
「
誠
の
徳
か
ら
善
を
明

ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
、
本
性
そ
の
ま
ま
の
こ
と
だ
と
す
る
の
に
当
た
る
。
こ

れ
は
、
1
で
は
天
命
の
本
性
に
従
う
道
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
H
は
ま
た
、

誠
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
人
の
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
践
す
る
者
は
善

を
選
び
取
っ
て
し
っ
か
り
と
そ
れ
を
守
る
人
、
つ
ま
り
は
凡
人
だ
と
す
る
。
こ

の
凡
人
の
在
り
方
は
、
皿
で
は
■
善
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
誠
へ
と
至
る
」

こ
と
で
教
の
こ
と
だ
と
す
る
の
に
当
た
る
。
こ
れ
は
、
1
で
は
教
に
よ
り
道
を

と
と
の
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 
H
・
皿
を
承
け
て
、
W
で
は
、
た
だ
こ
の
世
で
最
も
誠
を
備
え
た
者
(
H
で

い
う
聖
人
)
が
、
そ
の
本
性
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
W
で

は
、
本
性
に
従
い
誠
を
顕
現
す
る
こ
と
は
自
己
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
W
で
は
ま
た
、
聖
人
は
他
人
(
凡
人
)
・
他
物
の
本
性
を
発

揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
皿
・
V
・
M
を
参
考
に
す
る
と
、

教
え
に
よ
り
そ
の
本
性
を
感
化
し
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
こ
の
こ
と
が
天
地
の
化
育
の
働
き
を
助
け
う
る
と
し
て
い
る
の
は
、
他

の
人
・
物
の
感
化
育
成
が
、
聖
人
が
中
和
を
推
し
極
め
る
こ
と
(
1
を
参
照
)

の
実
際
的
な
意
味
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
V
で
は
、
そ
の
次
の
者
(
H
で
い
う
凡
人
)

が
、
細
事
に
対
応
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
誠
が
備
わ
る
よ
う
に
し
、
誠
が
備
わ

る
と
、
他
の
人
や
物
を
感
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
こ
こ
に
は
凡
人

が
修
養
に
よ
っ
て
聖
人
へ
と
至
り
う
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
一
～
W
は
内
容
的
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
、

己
の
誠
の
本
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
他
の
人
や
物
を
感
化
し
、
天
地
の
造
化
育

成
の
働
き
を
助
け
う
る
と
い
う
天
の
道
を
踏
み
行
う
聖
人
と
、
教
え
に
よ
り
善

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
誠
の
本
性
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
と
い
う
人
の
道
を
踏

み
行
う
凡
人
と
い
う
二
種
類
の
存
在
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
第
十
七
章
に

「
子
曰
く
、
舜
其
れ
大
孝
な
る
か
な
。
徳
は
聖
人
為
り
、
尊
き
は
天
子
と
為
り
、

四
海
の
内
を
富
有
す
。
…
故
に
大
徳
有
れ
ば
必
ず
其
の
位
を
得
、
必
ず
其
の
禄

を
保
つ
。
…
大
徳
な
る
者
は
必
ず
命
を
受
く
」
と
あ
っ
て
、
中
庸
篇
は
、
聖
人

を
天
子
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
考
え
て
い
る
。
中
庸
篇
で
は
、
聖
人
(
天
子
)

が
本
性
に
従
い
誠
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
凡
人
の
本
性
を
教
化
し

て
い
く
と
い
う
治
国
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
な
せ
る
。

 
し
か
し
、
中
庸
篇
で
は
、
君
主
が
た
だ
ち
に
聖
人
だ
と
は
し
て
い
な
い
。

 
 
皿
 
其
の
人
存
す
れ
ば
則
ち
其
の
政
挙
が
り
、
其
の
人
亡
け
れ
ば
則
ち
其

 
 
の
政
息
む
。
…
故
に
政
を
為
す
は
人
に
在
り
。
人
を
取
る
に
は
身
を
以
て
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し
、
身
を
脩
む
る
に
は
道
を
以
て
し
、
道
を
脩
む
る
に
は
仁
を
以
て
す
。

 
 
仁
と
は
人
な
り
。
親
を
親
し
む
を
大
と
為
す
。
義
と
は
宜
な
り
。
賢
を
尊

 
 
ぶ
を
大
と
為
す
。
親
を
親
し
む
の
殺
、
賢
を
尊
ぶ
の
等
は
、
礼
の
生
ず
る

 
 
所
な
り
。
…
天
下
の
達
道
は
五
、
之
を
行
う
所
以
の
者
は
三
。
曰
く
、
君

 
 
臣
な
り
、
父
子
な
り
、
夫
婦
な
り
、
昆
弟
な
り
、
朋
友
の
交
な
り
。
五
者

 
 
は
天
下
の
達
道
な
り
。
知
、
仁
、
勇
の
三
者
は
、
天
下
の
達
徳
な
り
。

 
 
(
第
二
十
章
)

 
W
で
は
、
し
か
る
べ
き
人
材
を
得
る
こ
と
が
政
治
に
は
重
要
で
、
人
材
を
得

る
た
め
に
は
君
主
が
そ
の
身
を
修
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、

一
般
の
君
主
に
は
、
治
国
の
前
提
と
し
て
ま
ず
は
難
壁
が
必
要
だ
と
す
る
。
皿

の
後
文
に
「
身
を
脩
む
る
所
以
を
知
れ
ば
則
ち
人
を
脩
む
る
所
以
を
知
る
」

(
第
二
十
章
)
と
い
わ
れ
、
V
で
凡
人
が
修
養
に
よ
っ
て
聖
人
へ
と
至
れ
る
と

す
る
の
も
雪
下
で
あ
る
。
中
庸
篇
は
、
凡
人
に
修
養
へ
の
主
体
的
取
り
組
み
を

喚
起
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
W
で
は
続
い
て
、
身
を
修
め
る
に
は

性
に
従
う
道
に
拠
り
、
こ
の
道
を
修
め
る
に
は
仁
に
拠
る
べ
き
だ
と
い
う
。
道

を
修
め
る
手
段
と
し
て
の
仁
と
は
、
後
文
に
見
え
る
、
仁
(
親
疎
の
茎
等
)
と

義
(
賢
者
の
尊
重
)
や
こ
れ
ら
を
節
捜
し
た
礼
を
指
す
。
こ
の
仁
・
義
・
礼
を

含
む
広
義
の
仁
は
、
社
会
の
秩
序
原
理
で
あ
る
点
で
後
文
の
五
達
道
(
五
倫
)

と
も
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
や
皿
の
教
に
相
当
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
五
達
道
は
、
1
で
は
「
和
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
、
聖

人
の
「
率
性
」
の
結
果
成
っ
た
道
で
あ
り
、
従
っ
て
あ
る
べ
き
道
と
し
て
規
範

化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
知
仁
勇
の
三
達
徳
は
五
達
道
を
実
践

す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
W
の
後
文
に
旧
己
を
成
す
は
仁
な
り
、

物
を
成
す
は
知
な
り
。
性
の
徳
に
し
て
外
内
を
合
す
る
の
道
な
り
」
と
あ
る
か

ら
、
天
命
の
本
性
と
し
て
在
り
、
誠
の
徳
を
保
つ
と
き
に
そ
の
働
き
が
充
実
す

る
と
思
考
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
2
)
中
庸
篇
と
泰
族
篇
の
比
較

 
そ
れ
で
は
、
以
上
の
中
庸
篇
の
内
容
を
、
泰
族
篇
の
治
法
治
国
論
に
比
較
し

て
、
そ
の
類
似
点
と
相
違
点
と
を
挙
げ
て
い
き
た
い
。
最
大
の
類
似
点
は
、
聖

人
(
君
主
)
と
凡
人
(
被
治
者
・
民
)
の
区
別
と
各
の
の
人
間
像
で
あ
る
。
即

ち
、
己
の
誠
の
本
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
他
の
人
や
物
を
感
化
し
、
天
地
の
化

育
を
助
け
る
と
い
う
中
庸
篇
の
描
く
聖
人
像
は
、
君
主
は
本
性
を
確
立
し
て
そ

の
あ
る
が
ま
ま
を
発
揮
す
べ
し
と
い
う
泰
族
篇
の
考
え
や
、
天
に
法
り
至
誠
の

心
を
懐
い
て
民
を
感
化
し
、
天
気
を
調
和
す
る
と
い
う
泰
族
篇
の
聖
人
像
と
類

似
す
る
。
中
庸
篇
・
泰
豆
狸
の
い
ず
れ
も
、
聖
人
の
本
性
に
基
づ
く
治
国
論
を

説
く
点
で
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
泰
族
篇
は
そ
の
前
提
と
し
て
「
反

性
」
を
説
い
て
い
て
、
治
身
へ
の
意
識
が
よ
り
強
い
。
他
方
、
教
に
従
い
誠
の

本
性
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
中
庸
篇
の
描
く
凡
人
像
は
、
教
学
に
よ
る
本
性
の
陶

冶
が
求
め
ら
れ
る
泰
斗
篇
の
描
く
民
(
凡
人
)
の
姿
に
通
ず
る
。
と
り
わ
け
、

泰
族
篇
が
、
民
の
本
性
に
因
り
つ
つ
こ
れ
を
注
文
し
て
作
っ
た
の
が
法
度
だ
と

し
、
か
っ
こ
れ
に
よ
る
本
性
の
育
成
を
説
く
の
は
、
中
庸
篇
が
本
性
に
従
う
道

を
と
と
の
え
る
の
が
教
だ
と
す
る
の
と
通
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
中
庸
篇
は
本
性

に
従
い
誠
を
発
揮
す
る
聖
人
と
、
「
徳
性
を
尊
び
て
問
学
に
締
る
」
(
第
二
十
七

章
)
君
子
と
を
合
わ
せ
説
く
が
、
泰
族
篇
も
己
の
仁
義
を
準
縄
と
す
る
聖
人
と

教
学
に
よ
り
仁
義
に
適
中
し
よ
う
と
す
る
君
子
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
天
性
の
内
実
に
つ
い
て
、
泰
族
篇
は
仁
義
を
挙
げ
、
中
庸
篇
も
知
仁
勇
を
挙

げ
る
が
、
一
般
の
民
に
お
い
て
そ
れ
は
未
熟
な
形
態
で
在
り
、
教
化
に
よ
っ
て

陶
冶
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
点
も
、
両
篇
に
共
通
す
る
立
場
で
あ
る
。
た

だ
、
泰
族
篇
は
脩
務
篇
が
聖
人
の
不
在
を
説
い
て
学
問
を
奨
励
す
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
中
庸
篇
の
よ
う
に
凡
人
が
教
学
に
よ
っ
て
聖
人
に
至
り
う
る
と
は
説
明

し
な
い
。
中
庸
篇
の
方
が
、
凡
人
の
主
体
的
な
修
養
を
よ
り
促
す
の
で
あ
る
。
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先
に
、
聖
人
(
君
主
)
が
誠
心
を
抱
く
こ
と
で
天
地
の
化
育
を
助
け
る
と
い

う
天
人
相
関
を
説
く
点
が
両
天
に
お
い
て
類
似
す
る
と
し
た
。
こ
の
点
に
絡
み
、

為
政
者
に
お
け
る
中
和
の
実
現
が
天
地
の
化
育
の
参
学
と
な
る
と
す
る
点
も
両

者
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
中
庸
篇
の
「
中
」
は
平
静
・
中
正
な
心
で
、
「
和
」

は
そ
の
発
揮
で
あ
る
が
、
泰
族
篇
の
中
和
が
い
ず
れ
も
君
主
の
誠
心
と
関
係
あ

り
そ
う
な
の
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
中
庸
篇
の
い
う
「
和
」

は
「
天
下
の
達
道
」
で
五
倫
の
成
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
血
族
篇
も
五
帝
三

王
の
道
の
目
的
と
し
て
五
倫
の
確
立
を
説
い
て
い
た
。
ま
た
人
材
の
確
保
を
重

視
す
る
点
で
も
共
通
す
る
。
両
篇
は
、
人
材
を
確
保
し
、
そ
の
助
力
を
も
っ
て

教
化
を
行
い
、
五
倫
を
確
立
し
、
そ
の
結
果
天
地
の
造
化
育
成
の
補
助
が
成
る

と
す
る
治
国
論
を
有
す
る
点
で
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
中
庸
篇
と
異
な
る
泰
族

篇
の
特
色
と
し
て
は
、
五
帝
三
王
の
道
と
し
て
道
を
提
示
し
た
こ
と
と
、
本
性

の
教
化
に
つ
い
て
帝
王
の
統
治
権
を
合
理
化
す
る
姿
勢
を
込
め
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
泰
族
篇
の
作
者
が
漢
王
朝
に
対
し
て
治
身
治
国
論
を
提
案
す
る
上
で
の

創
意
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

 
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
中
庸
篇
と
筒
石
篇
と
の
間
に
は
共
通
す
る
事
項
が

多
く
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
で
は
、
両
篇
に
お
い
て
因
果
・
影
響
関
係
を
考
慮
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
『
潅
南
子
』
里
俗
篇
に
「
性
に
率

い
て
行
う
、
之
を
道
と
謂
う
。
其
の
天
性
を
得
、
之
を
徳
と
謂
う
。
性
失
わ
れ

て
然
る
後
図
を
貴
び
、
道
失
わ
れ
て
然
る
後
窄
を
貴
ぶ
。
是
の
故
に
仁
義
立
ち

て
道
徳
遷
る
。
礼
楽
飾
り
て
純
撲
散
ず
。
…
諮
れ
礼
と
は
尊
卑
を
別
ち
、
貴
賎

を
異
に
す
る
所
以
な
り
。
義
と
は
君
臣
、
父
子
、
兄
弟
、
夫
妻
、
朋
友
之
際
を

合
す
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
の
が
一
考
に
値
す
る
。
こ
こ
で
は
本
性
を
得
て
こ

れ
を
発
揮
す
る
の
が
道
徳
で
、
本
性
に
仁
義
は
含
ま
れ
て
い
ず
、
仁
義
が
世
間

に
確
立
す
る
と
道
徳
は
去
る
と
い
わ
れ
る
が
、
他
方
で
礼
や
義
(
五
倫
)
の
本

来
の
意
義
を
称
揚
し
て
も
い
る
か
ら
、
斉
俗
篇
は
仁
義
や
礼
を
道
徳
に
次
ぐ
も

の
と
し
て
承
認
し
て
い
る
に
は
違
い
な
い
。
資
料
の
最
初
の
二
士
は
、
中
庸
篇

の
冒
頭
二
句
に
似
る
が
、
仁
義
や
礼
を
次
善
の
も
の
と
す
る
点
が
中
庸
篇
な
い

し
泰
吉
言
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
年
代
を
少
し
遡
っ
た
戦
国
末
期
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

成
立
と
さ
れ
る
『
荘
子
』
外
篇
の
駐
白
面
に
は
「
意
え
ら
く
、
仁
義
は
人
の
情

に
非
ざ
る
か
。
…
逼
れ
小
惑
は
方
を
易
え
、
大
惑
は
性
を
易
う
。
何
を
以
て
其

の
然
る
を
知
る
か
。
虞
氏
の
仁
義
を
招
き
て
以
て
天
下
を
肖
り
し
自
り
、
天
下

は
仁
義
に
奔
命
せ
ざ
る
こ
と
暫
し
。
是
仁
義
を
以
て
其
の
性
を
易
う
る
に
非
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
な

や
。
…
其
の
性
を
仁
義
に
属
ぐ
者
は
通
ず
る
こ
と
曽
(
参
)
・
史
(
鰻
)
の
ご

と
し
と
錐
も
、
吾
が
所
謂
る
威
き
に
は
非
ざ
る
な
り
。
…
吾
が
所
謂
濁
し
と
は

所
謂
る
仁
義
の
謂
い
に
は
非
ざ
る
な
り
。
其
の
性
命
の
情
に
任
ず
る
の
み
」
と

あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
性
命
か
ら
仁
義
は
排
除
さ
れ
て
お
り
、
仁
義
に
よ
る
政
治

も
否
定
さ
れ
、
た
だ
性
命
の
自
然
に
任
せ
る
だ
け
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
と
比
べ
る
と
、
斉
俗
篇
は
、
性
命
の
自
然
を
重
ん
じ
る
道
家
思
想
を
中
心
と

し
つ
つ
仁
義
を
掲
げ
る
儒
家
思
想
を
そ
の
下
位
に
折
衷
す
る
立
場
で
あ
る
が
、

泰
族
篇
や
中
庸
篇
は
本
性
の
自
然
の
尊
重
を
認
め
な
が
ら
、
仁
義
に
よ
る
本
性

の
教
化
を
も
等
し
く
重
視
す
る
方
向
性
(
泰
族
篇
は
仁
義
を
、
中
庸
篇
は
知
仁

勇
を
、
本
性
に
内
在
さ
せ
る
こ
と
も
し
て
い
る
)
を
打
ち
出
し
て
、
斉
俗
議
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
も
儒
家
色
を
一
層
鮮
明
に
し
た
と
見
ら
れ
る
。
中
庸
篇
と
泰
族
篇
の
先
後
関

係
は
ど
う
か
。
中
庸
篇
の
方
が
治
身
治
国
の
理
論
と
し
て
は
整
備
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
も
と
に
先
後
を
考
え
る
の
も
困
難
で
あ
る
。

む
し
ろ
こ
の
両
篇
は
、
漢
初
の
時
代
の
学
問
的
立
場
の
近
似
す
る
二
つ
の
儒
家

の
グ
ル
ー
プ
が
、
「
率
性
」
と
「
成
性
」
の
両
立
と
い
う
視
座
か
ら
■
猛
男
外

王
の
道
」
(
『
荘
子
」
天
下
篇
)
を
構
想
し
よ
う
す
る
中
で
生
み
出
し
た
姉
妹
篇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。
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お
わ
り
に

 
以
上
、
『
潅
南
子
」
泰
族
篇
の
治
身
治
国
論
を
検
討
し
、
そ
れ
が
中
庸
篇
の

そ
れ
に
近
い
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
従
っ
て
、
本
稿
の
意
義

は
、
泰
族
篇
が
儒
家
的
色
彩
が
濃
い
篇
だ
と
す
る
通
説
を
補
強
し
た
こ
と
に
と

ど
ま
る
。
た
だ
、
泰
族
篇
が
説
く
五
帝
三
王
の
道
は
、
①
仁
義
の
道
を
基
本
理

念
と
し
て
い
て
、
治
定
論
と
し
て
は
君
主
が
本
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
重
視
し

つ
つ
、
治
国
論
と
し
て
は
民
の
本
性
を
教
化
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
②
治
国
論
と
し
て
は
ま
た
、
下
に
五
倫
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
上
に

天
地
の
働
き
の
賞
賛
が
成
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
更
に
は
①
②
に
関

連
し
て
、
天
子
の
補
助
者
で
あ
る
賢
者
の
獲
得
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
た
め

大
学
の
設
置
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
の
は
、
『
潅
南
子
』

が
武
画
期
に
お
け
る
儒
教
一
二
へ
の
動
向
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
か
否
か
を

考
え
る
際
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
『
潅
南
子
」
に
お
け
る
三
族
篇

の
位
置
、
要
略
篇
に
お
け
る
露
営
篇
の
位
置
、
稀
書
に
お
け
る
儒
学
や
黄
老
思

想
の
位
置
、
当
時
の
思
想
界
の
状
況
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
も
、
如
上
の
問
題

を
考
え
る
際
に
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
後
考
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

注

(
1
)
本
稿
で
は
、
底
本
と
し
て
、
劉
文
典
『
答
申
鴻
烈
集
解
・
上
下
』
(
中

 
 
正
書
局
、
一
九
八
九
)
を
用
い
た
。
ま
た
、
『
潅
南
子
』
の
訳
読
等
に
際

 
 
し
て
は
、
楠
山
春
樹
『
潅
南
子
 
上
中
下
』
(
明
治
書
院
、
一
九
七
九
・

 
 
一
九
八
二
・
一
九
八
八
)
を
参
考
に
し
た
。

(
2
)
金
谷
治
(
A
)
『
老
荘
的
世
界
-
潅
南
子
の
思
想
』
(
平
楽
寺
書
店
、
一

 
 
九
五
九
)
第
二
章
6
政
治
・
む
す
び
、
(
B
)
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
(
日

 
 
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
〇
)
第
五
壷
皿
『
潅
南
子
』
の
研
究
」
第
六
節
・

 
む
す
び
。

(
3
)
前
掲
金
谷
氏
著
(
B
)
第
五
章
・
第
二
節
。

(
4
)
池
田
知
久
『
中
国
の
古
典
 
潅
南
子
 
知
の
百
科
』
(
講
談
社
、
一
九

 
八
九
)
幽
解
説
『
潅
南
子
』
の
成
立
1
『
史
記
」
と
『
漢
書
』
と
を
読
ん

 
で
一
」
。

(
5
)
前
掲
池
田
氏
著
「
解
説
」
。

(
6
)
前
掲
金
谷
氏
著
(
A
)
第
二
章
・
2
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
、
同
・
(
B
)

 
第
五
章
・
第
三
節
。
な
お
、
金
谷
氏
著
(
B
)
第
五
章
・
第
三
節
は
、
脩

 
務
篇
の
積
極
的
な
勤
労
主
義
の
主
張
に
は
墨
家
の
影
響
が
見
え
る
が
、
儒

 
家
思
想
と
協
調
的
に
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
脩
務
篇
に
つ
い
て
、
楠
山

 
氏
前
掲
書
は
、
墨
家
色
が
濃
い
と
し
、
池
田
氏
前
掲
書
は
「
前
漢
初
期
の

 
墨
家
思
想
を
表
現
し
た
篇
」
だ
と
す
る
。

(
7
)
前
掲
池
田
氏
著
、
巻
第
二
十
・
泰
族
(
細
～
鋤
頁
)
。
詳
細
は
こ
の
書

 
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
田
中
麻
紗
巳
［
『
潅
南
子
』
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
1
前
漢
道
家
思
想

 
の
一
面
i
」
(
『
集
魚
東
洋
学
」
3
6
、
一
九
七
六
)
は
一
『
潅
南
子
』
の

 
「
自
然
」
の
考
え
は
、
専
制
体
制
下
で
主
体
性
を
持
っ
て
現
実
で
の
効
用

 
を
備
え
る
こ
と
で
存
在
を
図
ろ
う
と
す
る
…
前
漢
の
一
つ
の
道
家
思
想
」

 
だ
と
す
る
。

(
9
)
底
本
は
一
化
」
字
に
作
る
。
王
念
孫
『
読
書
雑
志
』
潅
南
内
篇
雑
志
巻

 
二
十
が
原
道
篇
な
ど
の
文
を
挙
げ
「
化
字
義
不
可
通
、
化
当
為
作
、
字
之

 
誤
也
」
と
い
う
の
に
従
い
文
字
を
改
め
た
。

(
1
0
)
脩
務
篇
に
「
若
夫
尭
眉
八
色
、
華
墨
通
洞
、
而
公
正
無
私
、
一
言
而
万

 
民
事
。
舜
二
瞳
子
、
里
言
重
明
、
作
事
成
法
、
出
軍
成
章
。
禺
耳
参
漏
、

 
酔
興
大
通
、
薄
利
干
害
、
疏
河
決
江
。
文
王
四
重
、
黄
平
大
仁
、
天
下
所

 
帰
、
百
姓
所
親
、
皐
癖
馬
啄
、
是
謂
至
信
、
決
獄
明
白
、
察
於
人
情
。
禺
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「潅南子』泰族篇の治身治国論とその学問的立場

 
生
直
石
。
契
生
於
卵
。
史
農
産
而
能
書
。
葬
左
筆
脩
而
善
行
」
と
あ
る
。

(
1
1
)
底
本
は
「
故
」
字
に
作
る
。
王
念
孫
が
「
故
立
父
子
二
親
、
亦
当
為
以

 
立
父
子
背
幅
、
与
下
文
相
対
」
と
い
う
の
に
従
い
文
字
を
改
め
た
。

(
1
2
)
許
慎
の
注
に
■
明
堂
、
布
令
之
宮
、
有
十
二
月
越
政
令
也
」
と
あ
る
。

(
1
3
)
金
谷
論
著
［
(
B
)
第
五
章
・
第
五
節
は
、
泰
族
篇
の
一
天
人
の
分
」
の

 
語
は
『
荷
子
』
天
論
篇
に
見
え
る
語
で
、
「
『
織
子
』
の
意
味
で
は
、
人
間

 
の
自
由
を
縛
る
よ
う
な
天
の
迷
信
的
権
威
的
性
格
を
否
定
し
て
、
儒
家
と

 
し
て
の
立
場
か
ら
人
間
の
作
為
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の
」
だ
が
、
闇
『
潅

 
南
子
」
で
は
そ
の
同
じ
こ
と
ば
を
用
い
な
が
ら
、
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
実
は

 
む
し
ろ
天
人
の
合
一
に
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
す
る
。

(
1
4
)
皇
族
篇
に
「
所
謂
仁
者
、
愛
人
也
。
…
愛
人
則
無
虐
刑
 
。
…
上
無
煩

 
乱
之
治
、
下
痢
怨
望
之
心
、
則
百
毒
除
、
而
中
和
作
 
」
と
あ
る
こ
と
か

 
ら
、
仁
の
意
味
を
、
民
生
の
安
寧
を
思
い
や
る
心
と
捉
え
た
。

(
1
5
)
金
谷
氏
は
、
そ
の
著
書
(
B
)
第
五
乱
騰
二
節
で
、
『
潅
南
子
」
主
術

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
篇
に
「
無
為
者
道
之
宗
。
故
道
之
宗
、
応
物
無
窮
。
任
人
之
才
、
難
以
至

 
へ

 
治
」
、
「
本
朝
匹
夫
、
不
能
骨
化
一
里
。
桀
在
上
位
、
令
行
禁
止
、
由
此
観

 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
之
、
賢
不
足
以
為
治
、
而
黒
幕
以
易
俗
、
明
 
」
な
ど
と
あ
る
言
葉
(
特

 
に
傍
点
部
、
傍
点
は
筆
者
)
を
儒
家
の
人
道
主
義
を
否
定
す
る
も
の
と
捉

 
え
、
泰
族
長
に
「
国
之
所
以
存
者
、
非
望
有
法
事
、
本
有
賢
人
也
」
、
「
得

 
其
人
真
倉
、
失
其
人
則
廃
」
と
あ
っ
て
人
材
を
得
る
こ
と
の
必
要
を
説
く

 
の
と
矛
盾
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
主
術
篇
の
文
は
い
ず
れ

 
も
君
主
の
賢
愚
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
泰
族
篇
の
文
は
臣
下

 
の
賢
愚
を
問
題
に
す
る
文
章
で
あ
っ
て
、
比
較
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い

 
と
思
わ
れ
る
。
実
の
と
こ
ろ
主
意
篇
で
も
■
母
小
本
修
短
、
各
得
其
宜
、

 
則
天
下
一
斉
、
無
二
相
過
也
。
聖
人
兼
器
用
之
、
故
無
言
才
」
と
あ
っ
て
、

 
適
材
を
得
て
適
所
に
配
置
す
る
の
が
「
天
下
一
斉
」
の
た
め
に
重
要
だ
と

 
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
泰
族
篇
に
説
く
と
こ
ろ
と
矛
盾
し
な
い
で

 
あ
ろ
う
。

(
1
6
)
中
略
部
分
の
資
料
を
掲
げ
て
お
く
。
幽
然
後
喜
朝
聰
灯
明
貴
賎
、
饗
飲

 
斜
高
以
明
長
幼
、
二
十
振
旅
鼠
習
用
兵
也
、
入
学
摩
序
曲
修
人
倫
」
。

(
1
7
)
一
章
(
一
)
節
に
掲
載
し
た
資
料
d
に
「
暗
合
喜
音
而
正
雅
・
頗
之
声
」

 
と
あ
る
の
を
、
詩
経
と
楽
経
に
関
係
す
る
も
の
と
見
た
。

(
1
8
)
底
本
は
「
用
」
字
に
作
る
。
王
念
孫
が
詮
言
篇
や
斉
俗
曲
の
文
を
挙
げ

 
て
「
節
用
皆
当
為
節
欲
、
此
因
上
文
足
用
而
誤
也
」
と
い
う
の
に
従
い
、

 
文
字
を
改
め
た
。

(
1
9
)
底
本
は
「
訟
」
字
に
作
る
。
王
平
心
が
■
十
号
日
、
訟
、
容
也
。
繹
、

 
静
也
。
引
曜
日
、
高
所
見
本
作
訟
。
故
塁
為
容
。
訟
容
古
同
声
也
。
其
実

 
訟
乃
説
字
之
誤
。
説
、
古
悦
字
。
膠
与
穆
亦
和
悦
也
」
と
い
う
の
に
従
い

 
文
字
を
改
め
た
。

(
2
0
)
中
庸
篇
の
理
解
に
際
し
て
は
、
金
谷
氏
著
(
B
)
第
四
章
・
第
一
節
、

 
同
氏
訳
注
『
大
学
・
中
庸
」
(
岩
波
文
庫
、
一
九
九
八
)
を
参
考
に
し
た
。

 
ま
た
金
谷
氏
「
中
庸
篇
の
成
立
」
(
『
日
本
中
国
学
会
創
立
五
十
年
記
念
論

 
文
集
」
、
 
一
九
九
八
)
は
、
中
庸
篇
の
成
立
に
つ
い
て
、
中
庸
二
分
説

 
(
現
行
の
中
庸
篇
を
古
い
『
中
庸
』
と
新
し
い
『
中
庸
説
』
と
の
接
合
に

 
よ
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
説
)
を
吟
味
し
て
、
「
文
字
ど
お
り
に
新
奮
の

 
高
書
を
合
わ
せ
た
と
い
う
よ
り
は
、
中
庸
の
徳
を
初
め
と
す
る
旧
来
の
儒

 
家
資
料
を
部
分
的
に
採
用
し
て
、
新
た
に
天
命
の
性
と
し
て
の
誠
を
強
調

 
し
た
編
成
物
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
合
わ
せ
て
、
成
立
の
時
代
を
】
「
中

 
庸
新
本
」
の
成
立
期
と
し
て
考
え
ら
れ
た
始
皇
帝
の
時
、
秦
漢
の
際
」
と

 
し
、
下
限
を
文
帝
期
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
金
谷
説
に
基
本
的
に

 
同
意
す
る
が
、
中
庸
篇
の
成
立
は
『
潅
南
子
』
斉
俗
耳
の
類
似
の
文
と
の

 
異
同
か
ら
漢
初
に
下
る
と
考
え
た
。
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(
2
1
)
武
内
義
雄
『
老
子
と
荘
子
』
(
一
九
三
〇
、
の
ち
『
全
集
』
第
六
巻
所

 
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
)
は
、
駐
栂
・
馬
蹄
・
肱
筐
お
よ
び
在
宥
の

 
初
め
二
章
は
同
一
人
の
手
に
出
た
も
の
で
、
斉
王
建
の
在
位
年
代
(
西
紀

 
前
二
六
四
～
二
二
一
)
、
つ
ま
り
戦
国
末
期
の
成
立
と
す
る
。

(
2
2
)
『
荘
子
』
天
地
篇
が
季
徹
な
る
者
の
言
葉
と
し
て
「
大
聖
之
治
天
下
也

 
揺
蕩
民
心
、
使
之
成
教
易
俗
、
挙
滅
其
賊
心
、
而
皆
進
其
独
志
、
若
性
之

 
自
為
、
而
民
不
知
其
所
由
然
」
と
あ
る
の
は
、
泰
族
篇
の
治
国
論
に
近
い

 
と
考
え
ら
れ
る
(
前
掲
武
内
書
は
、
天
地
篇
の
成
立
を
秦
漢
の
際
と
し
て

 
い
る
)
。
ま
た
泰
族
篇
で
は
「
聖
人
之
治
天
下
、
非
易
民
性
也
、
柑
循
其

 
所
有
而
瀞
蕩
之
」
と
本
性
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
敢
て
言
及
す
る
の
は
、

 
駐
栂
篇
な
ど
の
性
命
の
自
然
を
尊
重
す
る
立
場
を
意
識
し
つ
つ
、
本
性
に

 
因
循
し
て
の
教
化
は
そ
の
立
場
と
抵
触
し
な
い
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ

 
う
。

(
2
3
)
前
稿
「
『
潅
南
子
」
に
見
え
る
一
つ
の
君
主
像
」
(
『
中
国
の
思
想
世
界
』

 
所
収
、
イ
ズ
ミ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
六
)
で
も
、
主
術
篇
・
斉
俗
篇
・
氾
論

 
篇
の
資
料
を
通
し
て
見
ら
れ
る
治
身
治
国
論
は
、
「
内
聖
外
王
の
道
」
の

 
完
成
を
目
指
す
思
想
的
活
動
の
所
産
で
あ
っ
た
と
し
た
。

一 15 一( 16)


